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(57)【要約】
【課題】簡単であるにもかかわらず更に発展された可能
性を提供し、部材を剛性及び／又は強度に関して最適化
する、複合構造部材、及び複合構造部材を製造するため
の方法を提供する。
【解決手段】本発明は、少なくとも二種類のコンポーネ
ントを有する複合成形材を複数個用いた特に風力発電装
置用の複合構造部材、及び当該複合構造部材を製造する
ための方法に関し、第１コンポーネントは、形状付与コ
ア材料から構成され、第２コンポーネントは、継目層の
一部として構成されている。本発明により形状付与コア
材料は、プリズム状部材の形状に対応し、多角形の底面
を有するプリズム状体として構成され、底面の多角形は
、底辺と、３０°～６０°の値をもつ底辺に対する角度
を有し、複数のプリズム体が継ぎ合わされており、互い
に対向する辺部においては、複数のプリズム状部材のう
ちの１つの底辺面に対して継目層が３０°～６０°の角
度で延在するように、継目層の機能的な配向性が構成さ
れている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも二種類のコンポーネントを有する複合成形材を複数個用いて特に風力発電装
置用の複合構造部材を製造するための方法であって、
　第１コンポーネントは、形状付与コア材料であり、第２コンポーネントは、継目層の一
部として構成され、
　前記形状付与コア材料は、プリズム状部材の形状に対応し、多角形の底面を有するプリ
ズム状体として構成され、前記底面の多角形は、底辺と、３０°～６０°の値をもつ該底
辺に対する角度を有し、
　複数の前記プリズム状体が継ぎ合わされ、互いに対向する辺部においては、互いに隣接
するプリズム状部材の少なくとも１つにおける底辺面に対して継目層が３０°～６０°の
角度で延在するように、前記継目層の機能的な配向性が構成されていること
　を特徴とする方法。
【請求項２】
　前記多角形の前記底辺に対する前記角度は、＋／－１０°、好ましくは＋／－５°の変
化幅を有すること
　を特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記互いに対向する辺部において、前記プリズム状部材の前記底辺面に対し、＋／－１
０°、好ましくは＋／－５°の変化幅を有する４５°の角度で延在する前記継目層の機能
的な配向性が構成されること
　を特徴とする、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記形状付与コア材料は、柱状体の形状に対応し、多角形の底面を有して構成されてい
ること
　を特徴とする、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２コンポーネントは、マット部材の形式で構成されており、該マット部材は、第
１プリズム状体と第２プリズム状体との間に取り入れられ、これらのプリズム状体の前記
形状付与コア材料と結合されること
　を特徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２コンポーネントは、前記形状付与コア材料のカバー部材として、特に包囲被覆
部として、互いに３０°～６０°の角度、好ましくは４５°の角度を有する、繊維の機能
的な配向性、特に糸の機能的な配向性を有すること
　を特徴とする、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記形状付与コア材料は、押出し成形により提供されること
　を特徴とする、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記形状付与コア材料は、３次元多面体の形式のプリズム状体に継ぎ合わされ、底辺面
に対し、多面体面の角度は、３０°～６０°であり、好ましくは、底辺面に対し、多面体
面は、＋／－１０°、好ましくは＋／－５°の変化幅を有する４５°の角度を有すること
　を特徴とする、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも二種類のコンポーネントを有する複合成形材を複数個用いた特に風力発電装
置用の複合構造部材であって、
　第１コンポーネントは、形状付与コア材料から構成され、第２コンポーネントは、継目
層の一部として構成されており、
　前記形状付与コア材料は、プリズム状部材の形状に対応し、多角形の底面を有するプリ
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ズム状体として構成され、前記底面の多角形は、底辺と、３０°～６０°の値をもつ該底
辺に対する角度を有し、
　複数の前記プリズム状体が継ぎ合わされ、互いに対向する辺部においては、互いに隣接
するプリズム状部材の少なくとも１つにおける底辺面に対して継目層が３０°～６０°の
角度で延在するように、前記継目層の機能的な配向性が構成されていること
　を特徴とする複合構造部材。
【請求項１０】
　前記第２コンポーネントは、前記形状付与コア材料のカバー部材として、特に包囲被覆
部として、互いに３０°～６０°の角度、好ましくは４５°の角度を有する、繊維の機能
的な配向性、特に糸の機能的な配向性を有すること
　を特徴とする、請求項９に記載の複合構造部材。
【請求項１１】
　前記形状付与コア材料及び／又は前記継目層の機能的な配向性は、面として六角形から
成る横断面パターンを構成し、
　特に、前記継目層の機能的な配向性を有し、面として継ぎ合わされた互いに対向する辺
部は、プリズム状部材の底辺面に対し、３０°～６０°の角度、好ましくは、＋／－１０
°、好ましくは＋／－５°の変化幅を有する４５°の角度で延在し、前記底辺面は、六角
形の底辺と平行に配向されていること
　を特徴とする、請求項９又は１０に記載の複合構造部材。
【請求項１２】
　前記形状付与コア材料は、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン、ポリアミド、ポ
リ乳酸、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチロール、ポリエーテルケトン、ポリ塩化ビニル
、の群からの少なくとも１つの成分を有すること
　を特徴とする、請求項９から１１のいずれか一項に記載の複合構造部材。
【請求項１３】
　前記複合構造部材は、前記第２コンポーネントを介し、熱可塑性母材を用い、複数のプ
リズム状体から、比較的高いせん断強度を有する変形可能な部材へ継ぎ合わされているこ
と
　を特徴とする、請求項９から１２のいずれか一項に記載の複合構造部材。
【請求項１４】
　前記形状付与コア材料は、追加的に内部に位置し且つ機能的に配向された繊維により強
化されていること
　を特徴とする、請求項９から１３のいずれか一項に記載の複合構造部材。
【請求項１５】
　コア部材を構成するために複数の複合成形材を用いた、風力発電装置用のサンドイッチ
部材の形式における、請求項９から１４のいずれか一項に記載の複合構造部材であって、
　前記コア部材は、少なくとも片側において、少なくとも１つの被覆層により覆われてい
ること。
【請求項１６】
　コア部材を構成するために複数の複合成形材を用いた、風力発電装置のロータブレード
用のロータブレード要素の形式における、請求項９から１４のいずれか一項に記載の複合
構造部材であって、
　前記コア部材は、少なくとも１つのロータブレード被覆層により覆われており、特に前
記ロータブレード要素は、請求項１５に記載のサンドイッチ部材を有すること。
【請求項１７】
　タワーと、ナセルと、ロータハブ及び所定数のロータブレードを備えたロータとを有す
る風力発電装置であって、前記ロータブレード及び／又は前記タワー及び／又は前記ナセ
ル及び／又は前記ロータハブは、請求項９から１６のいずれか一項に記載の複合構造部材
を有することを特徴とする風力発電装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも二種類のコンポーネントを有する複合成形材を複数個用いて風力
発電装置用の複合構造部材を製造するための、請求項１の前提概念に記載した方法に関し
、この際、第１コンポーネントは、形状付与コア材料（造形に寄与するコア材料）であり
、第２コンポーネントは、継目層（形状付与コア材料を結合させる継目層）の一部として
構成される。また本発明は、請求項９の前提概念に記載した対応の複合構造部材に関する
。更に本発明は、特にそのような複合構造部材を用いた、サンドイッチ部材、ロータブレ
ード要素、風力発電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複合成形材（Verbundformteile）とは、固定の幾何学形状的な寸法を有する物体として
製造され、互いに結合された２つ以上の材料から構成されている成形材のことである。複
合体として得られるこれらの材料は、多くの場合、機能的な特性を有し、特にそれらの使
用分野に関する目的と結び付いている。与えられる素材の特性については、個々のコンポ
ーネントの材質的な特性、また特に幾何学形状的な特性も、重要である。このことは、様
々なコンポーネントの特性を互いに結び付けることを可能とし、それにより複合素材が幅
広い適用可能性をもつことになる。最終生産品のために必要な特性は、コンポーネントの
ための様々な出発素材の選択により必要に応じて設定することができる。
【０００３】
　複合構造部材（Verbundbauteil）は、多くの場合、負荷作用のもとで複合成形材の最適
の特性を表わす特性を有する。これらの特性は、例えば、特定の強度、剛性、又は延性に
関して対応しているとすることができる。複合成形材は、負荷作用のもと、複合体の個々
のコンポーネントに対し、複合体の最適の特性を表わすべきであろう。基本的に複合成形
材の開発は、長年の負荷に耐えるために、要求される特性が耐用年数との組み合わせで最
適化されるように行われる。特に風力発電装置（風力エネルギー設備）のロータブレード
や他の部材には、大きく変化する高い負荷作用が及ぼされ、更にこれらの負荷作用は、風
力発電装置の部材がサイズを増すにつれて同様に増えていく。特にロータブレードは、静
的な負荷にも、発生する動的な負荷にも耐えるべきである。
【０００４】
　複合構造部材は、様々な方式で製造することができる。例えば風力発電装置のロータブ
レードは、今日では基本的に繊維複合素材から製造され、繊維複合素材では、強化繊維が
多くの場合はマット部材として母材内に埋設されており、つまり多くの場合、ガラス繊維
強化プラスチックである。ロータブレードは、多くの場合、ハーフシェル・サンドイッチ
構造として製造される。質量が増加するのであれば、例えば炭素繊維強化プラスチックが
使用されることになる。ここで要求される特性は、比較的高い構造強度にもかかわらず重
量が僅かであること、様々な硬度、そして負荷作用の方向に向かう引張強度である。ガラ
ス繊維強化材料ないし炭素繊維強化材料は、いずれにせよ基本的にそして上記の観点のも
と、それらの最適の強度により、従来のバルサ材の使用を引き継いでいる。
【０００５】
　複合構造部材の典型的な使用は、サンドイッチ構造へ複合構造部材を組み込むことであ
り、この際、対応して設定された構造部材を得るために、様々な特性を有する複数の層が
埋設される。構造的に一方では材料自体が重要であり、また個々のコンポーネントの配向
性ないし指向性も重要である。コア材料は、例えば、紙、ボール紙、合成材、金属、バル
サ材、波形板、プラスチック、フォーム材、その他の形状付与コンポーネントのような材
料から成り、多くの場合、構造的な中空空間と接している。コア材料の役割は、引張力と
せん断力を伝達し、被覆層を保護することである。
【０００６】
　繊維強化コンポーネント又は繊維強化複合構造部材は、繊維を積層材内に分配したかた
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ちで有し、この際、これらの繊維は、繊維複合素材の比較的高品質の特性を達成するため
に、所定の少なくとも一方向に配向されている。基本的にいずれにせよ材料内においては
３つの作用相を区別することができる。即ち引張強度の極めて大きな繊維と、最初はいず
れにせよ比較的柔らかい埋設母材と、両方のコンポーネントを結合する境界層である。そ
れらの繊維は、典型的には、ガラス、炭素（カーボン）、セラミック、或いはまた、アラ
ミド、ナイロン繊維、コンクリート繊維、天然繊維、鋼繊維などとすることができる。埋
設母材自体は、多くの場合、ポリマであり、材料特有の曲げ剛性を有し、繊維をそれらの
位置に保持し、繊維間で応力を伝達し、外からの機械的な影響や化学的な影響に対して繊
維を保護する。境界層は、両方のコンポーネント間の応力伝達のために用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】EP 2 307 193 B1
【特許文献２】EP 1 308 265 A1
【特許文献３】DE 1 504 768 A
【特許文献４】DE 603 03 348 T2
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　繊維強化複合構造部材において問題なのは、応力のかかる部材の領域において各々の繊
維に断裂の可能性があるということであり、これらの断裂の可能性は、動的な機械的負荷
が増加した結果、中でも曲げモーメントが原因で発生することになる。
【０００９】
　しかし積層材料又は母材材料内に各々所定数の繊維を有する繊維強化コンポーネント又
は繊維強化複合構造部材は、各々のコンポーネントの機械的な性能を多大に改善してくれ
る。せん断剛性や曲げ剛性、並びに定義された一方向における繊維の密度のような材料特
有の特性値のためには、各々のコンポーネントの機械的な保護特性を、特に各々の複合体
の引張強度に関し、個別に的を絞って適切に設定することができる。繊維複合素材の寸法
決定のためのファクタは、繊維と母材の間の容積比率である。繊維の割合が多いほど、複
合素材は固くなるが（弾力を失い）もろくもなる。複合体に圧縮力が加えられる場合には
、引張強度の他、せん断剛性と曲げ剛性も役割を果たすことになる。特に更に基本的には
、１つのコアと１つ又は２つの被覆層を有する所謂サンドイッチ状の複合構造により、Ｔ
キャリアの原理に従い、適度にせん断耐性のあるコアと、比較的曲げ耐性のある少なくと
も１つの被覆層とを用いることで、複合体の高い機械的な剛性を達成することができ、こ
の際、それにもかかわらず複合体は、軽量構造形式で実現可能である。
【００１０】
　発泡された熱可塑性プラスチックをコア層としてサンドイッチ複合体又は複合構造部材
において使用することが知られている。発泡されたプラスチックプレートの製造は、例え
ば押出し成形法を用いて行うことができる。要求の高い適応のためには、高い強度と高い
剛性、特に圧縮負荷とせん断負荷に対する高いせん断剛性と高い曲げ剛性を有する繊維を
備えた熱可塑性プラスチックを必要とするサンドイッチ複合体が必要とされる。材料特性
値の向上は、層状複合体の合計により線形的に行うことが可能である。しかし複合構造部
材の大きすぎる質量は、個々の部材に特有の重量も大きくなることをもたらしてしまう。
それ故、材料選択の他、複合構造部材の特性要求を適切に適合及び／又は改善することの
できる構造的な措置を設けることも望まれる。
【００１１】
　上記特許文献１は、平坦形状の構造要素を開示しており、そこでは１つの発泡材物体が
、１つの面内で相並んで配置され且つ互いに共同で発泡材物体に結合された物体セグメン
トから成り、これらの物体セグメントは、これらの隣接面において平面状の溶接継目を有
し、この際、これらの溶接継目は、互いに所定の間隔をおいて設けられた凹部により中断
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されている。この際、平坦形状の構造要素は、特にプレート状であり、例えば風力発電所
のロータ翼のようなサンドイッチ複合体において、好ましくはコアとして又はコア層とし
て使用される。
【００１２】
　上記特許文献２では、積層された互いに平行なプレートが繊維プラスチック複合体から
構成されることにより特徴付けられている長尺構造形式の部材が開示されている。好まし
くは、風力発電装置での使用に適する改善された複合構造部材が望まれる。
【００１３】
　ドイツ特許商標庁は、本出願の優先権出願について、上記特許文献１、２、３、４を調
査した。
【００１４】
　本発明の課題は、従来技術に対して改善されている、複合構造部材、風力発電装置、並
びに方法を提供し、上述の問題点の少なくとも１つを解消することである。また少なくと
も、従来技術において既知の解決策に対する代替的な解決策が提案されるべきである。特
に複合構造部材、及び複合構造部材を製造するための方法は、簡単であるにもかかわらず
更に発展された可能性を提供し、部材を剛性及び／又は強度に関して最適化するように構
成されるべきである。また特に複合構造部材、及び複合構造部材を製造するための方法は
、改善された方式で実現可能となるべきである。また特に複合構造部材、及び複合構造部
材を製造するための方法は、好ましくは曲げ剛性とせん断剛性も増加させ、負荷作用に対
抗する長期的な剛性及び／又は強度を可能にすべきである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　方法に関し、前記課題は、請求項１の方法を有する発明により解決される。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、発明を実施するための形態について説明する。
【００１７】
　本発明は、少なくとも二種類のコンポーネントを有する複合成形材を複数個用いて風力
発電装置用の複合構造部材（例えばロータブレード要素）を製造するための方法から出発
し、この際、第１コンポーネントは、形状付与コア材料（造形に寄与するコア材料）であ
り、第２コンポーネントは、継目層（形状付与コア材料を結合させる継目層）の一部とし
て構成される。
【００１８】
　本発明は、二種類のコンポーネントから構成される複合構造部材が、要求される材料特
性に関し、組み合わせにより最適化可能であるという考察から出発している。この際、両
方のコンポーネントに該当する解決策が見出され、つまり比較的高い負荷に反対作用する
ために、例えば配向された繊維を埋設母材内に有する複合構造部材を設けることができる
。また本発明は、サンドイッチ構造又は類似の構造に関して結合が可能であるように複合
構造部材が作成されるべきであろうという考察から出発し、特に前記結合の可能性は、張
り合わせること又は継ぎ合わせること、特に熱接合（ホットジョイント）又は接着を可能
とすべきであろう。また本発明は、材料の選択の他、力が結合体において更に良好に吸収
可能であるように複合構造部材の構造的な形状が設計されているのであれば、複合構造部
材は、複合体特有の改善された材料特性を得るということを認識している。
【００１９】
　本発明により、形状付与コア材料は、プリズム状部材の形状に対応し、多角形の底面を
有するプリズム状体として構成され、この際、底面の多角形は、底辺と、３０°～６０°
の値をもつ底辺に対する角度を有し、そして複数のプリズム状体が継ぎ合わされ、この際
、互いに対向する辺部においては、互いに隣接するプリズム状部材の少なくとも１つにお
ける底辺面に対して継目層が３０°～６０°の角度で延在するように、継目層の機能的な
配向性が構成されている。（この際「底面の多角形は、底辺と、３０°～６０°の値をも
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つ底辺に対する角度を有する」との記載における「角度」とは、底面の多角形において、
底辺と１つの辺との間の角度、又は底辺の延長線と１つの辺との間の角度のことである。
つまり当該角度は、多角形における内角又は外角として理解される角度である。また底辺
面とは、底辺の位置している面のことであり、底辺が定義する多角形の側面（辺部）だけ
に限られるものではない。）
【００２０】
　有利には、本発明のコンセプトにより、繊維又は糸又はそれらの束の縦横配向性が、コ
アの幾何学形状へ伝えられ、特に縦横配向性は、繊維複合構造部材の使用のもと、追加的
な保護機能を有する。それに対応し、複合構造部材は、引張や圧縮のような負荷作用時や
、またせん断応力のある場合にも、マクロ機械的な強度を有し、該マクロ機械的な強度は
、継目層の配向性に基づく剛性と、材料の組み合わせとにより得られる。
【００２１】
　形状付与コア材料が、力の平行四辺形に従って引張力を様々な方向に逃がすことのでき
る継目層の機能的な配向性を規定するのに対し、せん断応力と捩り応力を吸収することが
でき、引張や圧縮のような対応の負荷作用に反対作用し、また対応の曲げ強度に反対作用
することのできる部材を、辺部に沿って継ぎ合わせることが可能である。この際、辺部に
より規定された機能的な配向性の各々の角度を用いたこの継ぎ合わせは、場合により角度
の選択により更に影響を及ぼすことのできる有利な措置であると分かっている。
【００２２】
　本発明のコンセプトにより、３次元の応力テンソルに反対作用することが可能である。
多角形の底面は、様々な配向可能性を規定し、負荷作用に反対作用する継目層の網状物の
ための基本的な枠組みを構成する。従来技術で述べられた構造的な特徴は、力が表面に対
して直角に作用するような力垂線（一軸の応力テンソルに対応する）に向けられている。
しかしそれを超え、本発明のコンセプトにより有利な力分散を用いた３次元の負荷作用を
、配置構成と継目質量体に依存して可能とすることができる。このコンセプトは、継目層
が部材の主伸張方向に対して斜めに延在し、従って対応して強度の増加された複合構造部
材のために追加的な構造上の強化措置の機能を提供することにより、強度に反対作用する
コア材料の配向性を可能とする。
【００２３】
　底面の大きさの選択を介し、材料特性は、変更可能であり、即ち面の大きさにより、従
って形状付与コアの容積部分により、材料コアの大きさがせん断強度とせん断剛性に関し
て設定可能であるという意味において変更可能である。所定の幾何学形状的な配置構成と
、適切な角度延在経過と、適切な容積部分とのもとで辺部を継ぎ合わせることにより、圧
縮強度と剛性を設定することができ、従って全体として材料特有の構造的な複合構造部材
を作ることができる。特に辺部に関する形状付与コア材料の構造上の配置構成は、複合構
造部材の構造形式を改善し且つ最適化し、従って複合構造部材は、増加した強度をもつこ
とができる。
【００２４】
　複合構造部材に関しては、前記課題は、本発明により、請求項９の複合構造部材を用い
て解決される。
【００２５】
　本発明は、少なくとも二種類のコンポーネントを有する複合成形材を複数個用いた風力
発電装置用の複合構造部材（例えばロータブレード要素）から出発し、この際、第１コン
ポーネントは、形状付与コア材料（造形に寄与するコア材料）であり、第２コンポーネン
トは、継目層（形状付与コア材料を結合させる継目層）の一部として構成されている。本
発明により形状付与コア材料が、プリズム状部材の形状に対応し、多角形の底面を有する
プリズム状体として構成されていることが提供されており、この際、底面の多角形は、底
辺と、３０°～６０°の値をもつ底辺に対する角度を有し、そして複数のプリズム状体が
継ぎ合わされ、この際、互いに対向する辺部においては、互いに隣接するプリズム状部材
の少なくとも１つにおける底辺面に対して継目層が３０°～６０°の角度で延在するよう
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に、継目層の機能的な配向性が構成されている。
【００２６】
　本発明のコンセプトは、サンドイッチ部材の形式の複合構造部材にも向けられている。
好ましい構成は、少なくとも１つの被覆層を備え、複合構造部材の少なくとも１つをコア
材料として含むサンドイッチ成形材である。この構成は、複合構造部材が、力を吸収する
カバー層から成り、該カバー層がコア素材により間隔をおいて保たれるというサンドイッ
チ成形材の構成も含んでいる。従って本構成は、有限の最大値を有する上述の特性の組み
合わせを可能とし、少ない重量でサンドイッチ部材に組み込まれ、該サンドイッチ部材は
、合計として定格値の線形的な増加により、比較的大きな負荷作用の場合にも耐久性をも
って反対作用を行う。
【００２７】
　更に本発明のコンセプトは、ロータブレード要素の形式の複合構造部材にも向けられて
いる。一構成は、コア材料として少なくとも１つの複合構造部材を使用したロータブレー
ドを含んでいる。特に最適化された複合構造部材が、最適化された耐疲労性と圧縮強度を
達成するために、ロータブレードの構造へ組み込まれ、更に特にロータブレードで典型的
なハーフシェル構造へ組み込まれる。好ましくは、ロータブレードは、運転中に存在する
引力ないし重力に関しても最適化されている。この際、この複合構造部材の使用により、
熱可塑性プラスチックとしての形状付与コアに基づき、亀裂の減少、ないし亀裂の拡大の
減少が達成されている。
【００２８】
　本発明は、特に少なくとも１つの複合構造部材を有するロータブレードを備えた、請求
項１７の風力発電装置にも向けられている。ロータブレードのサイズが益々と大きくなる
ことにより、並びにロータブレードの構造上の動的な特性により、益々と大きな負荷が想
定されるため、これらの大きな負荷は、設定された材料特有の定格値に対応する複合成形
材を用い、並びに構造的に継ぎ合わされた複合構造部材を用い、良好に吸収可能である。
従来使用されていた材料は、それらの材料特有の特性に関し、規定の質量に基づいて制限
されており、それ故、強度増加のために追加的な構造上の措置を有するそのような材料と
置き換えることが可能である。
【００２９】
　本発明の更なる有利な構成は、下位請求項から読み取れるが、それらは、解決課題の枠
内で並びに更なる利点に関して拡張されたコンセプトを実現する有利な可能性を詳細に記
載している。
【００３０】
　特に複数のプリズム状部材を互いに対向する辺部において継ぎ合わせることが、１つの
プリズム状部材及び／又は複数のプリズム状部材の横軸線に対して実質的に４５°の角度
で継目層の機能的な配向性を構成することは有利であると分かった。特にこのことは、４
５°の角度での継目層の機能的な配向性に当てはまり、即ちこの際、多角形の底辺に対す
る角度は、＋／－１０°、好ましくは＋／－５°の変化幅を有する４５°のところにある
。好ましくは、互いに対向する辺部において、１つのプリズム状部材及び／又は複数のプ
リズム状部材の底辺面に対し、＋／－１０°、好ましくは＋／－５°の変化幅を有する４
５°の角度で延在する継目層の機能的な配向性が構成されることが考慮されている。
【００３１】
　本発明の特に有利な構成の枠内において、形状付与コア材料は、柱状体（シリンダ）の
形状に対応し、多角形の底面をもって構成されている。
【００３２】
　しかし更なる構成の１つのバリエーションにおいて、形状付与コア材料を、３次元多面
体の形式のプリズム状体に継ぎ合わせることも可能であり、この際、底辺面及び／又は横
軸線に対し、多面体面の角度は、３０°～６０°であり、好ましくは、底辺面及び／又は
横軸線に対し、多面体面は、＋／－１０°、好ましくは＋／－５°の変化幅を有する４５
°の角度を有する。特に１つの複合構造部材において、形状付与コア材料が１つの３次元



(9) JP 2016-529437 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

多面体に継ぎ合わされており、この際、底辺に対し、多面体面の角度は、３０°～６０°
、好ましくは４５°の角度を有する。この構成においては、加わる力を吸収するための構
造的な措置が、対応する多面形成物により実現される。この際に隣接する辺部は、構造的
に容易に互いに継ぎ合わせることができ、幾何学形状に対応し、互いに重ね合わせること
ができる。この際、この構成は、底辺面において更なる面部が構成され、力作用が辺部配
向に対応して逃がされることにより、層系（層システム）を構成するという可能性である
。
【００３３】
　特に複合構造部材は、第２コンポーネントとして、３０°～６０°の角度、好ましくは
４５°の角度で、形状付与コア材料の包囲被覆部としての繊維による機能的な配向性を備
えている。この構成は、せん断応力と捩り応力に関し、複合構造部材の追加的な有利な硬
化状態を提供する。３次元の形状付与コア材料の構造的な解決策、並びに所定の繊維配向
性を有する包囲被覆部は、比較的高い圧縮強度を達成させることができ、高い負荷作用に
反対作用することができる。存在する３次元の応力テンソルに対し、一方では強度を増加
する継目層の３次元の配向性が反対作用し、他方では、継目層内に組み込まれた繊維の機
能的な配向性が反対作用する。このように製造された部材に対して静的な負荷作用と動的
な負荷作用があるとしても、耐用年数に関する部材の負荷限界値は、特に有利に増加され
る。
【００３４】
　有利な更なる構成において、形状付与コア材料と継目層は、面として六角形が継ぎ合わ
された横断面パターンを提供し、互いに対向する辺部は、横軸線に対して３０°～６０°
の角度をもった継目層の機能的な配向性を構成し、この際、横軸線は、六角形の底面の底
辺と平行に指向されている。それ自体既知のハニカム材料の原理による構成のもと、六角
形構成を用い、動的な負荷と静的な負荷に関して特に高い強度を達成することができる。
使用される材料と関連するこの有利な構造体は、特に（中でも動的な）大きな負荷作用の
ために使用することができる。構造的に形状付与するコア材料についてここで記載した形
状は、更に前記の角度での継ぎ合わせのプロセスを簡単にすることを可能とし、力分散を
可能にする比較的広い網掛範囲（ネットワーク）の継目層を提供する。
【００３５】
　特に複合構造部材において、形状付与コア材料は、アクリロニトリル・ブタジエン・ス
チレン、ポリアミド、ポリ乳酸、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリエ
チレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチロール、ポリエーテル
エーテルケトン、ポリ塩化ビニル、の群からの少なくとも１つの成分を有する。
【００３６】
　有利な更なる構成の枠内において、形状付与コア材料は、負荷作用に関して特有の材料
特性値を有する成分を有する。この際、複数の形状付与コア材料の合計は、複合体特有の
所望の最大特性値を達成することができる。様々な材料からの組み合わせは、局所的な幾
何学形状的力分散に加え、加わる力に関して材料特性値の局所的な設定を可能にしてくれ
る。従って様々な或いは複数の熱可塑性プラスチックにより、部材特有で構造特有の材料
特性値を設定することができ、該材料特性値は、それに加え、連続する複数の辺部及びそ
れに対応する継目層の構造的な措置により、大きな力作用のために最適な解決策をもたら
す。好ましくは、複合構造部材において第２コンポーネントは、複数のプリズム状部材か
ら成る複合体を、形状付与コアと比べて比較的高い剛性を有する１つの熱可塑性変形可能
部材へと継ぎ合わせる。
【００３７】
　これらの更なる構成は、対応の力分散による弾性的な変形に反する物体の抵抗を可能と
するために、個々の形状付与コア材料の間の継目層が、増加されたせん断強度を有すると
いう利点をもたらしてくれる。この際、要求され且つ増加されたせん断強度は、部材内部
の強度を増加し、幾何学形状的な特性値と材料特有の特性値とに応じて力が分散されるこ
とに寄与する。せん断強度は、この場合、形状付与コア材料のせん断強度よりも高く、そ
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れは、配向された継目層が、対応のせん断面と捩り面の伝達を容易にするためである。継
目層の力、或いは継目層の材料成分は、負荷作用に関し、特定の曲げ剛性と捩り剛性と結
び付いて、対応して増加されたせん断剛性を示すことになる。
【００３８】
　特に形状付与コア材料が、追加的に内部に位置し且つ機能的に配向された繊維により強
化されているという複合構造部材を設けることができる。力分散は、好ましくは継目層に
沿って行うことができ、従って接線力を吸収することができ、それにより亀裂ないし破壊
の想定箇所を回避ないし防止することができる。
【００３９】
　形状付与熱可塑性プラスチックを強化する機能的に配向された繊維は、当該プラスチッ
クをその材料特有の特性値に関して最適化することができる。繊維又は糸又はそれらの束
は、これらが、対応する力を吸収し、当該力に反対作用するように配向されていることが
できる。従ってマクロ機構においてもマイクロ機構においても、構造的で層特有の解決策
に対応し、その負荷作用及び高い動的な負荷ピークに反対作用するという可能性を提供す
ることができる。
【００４０】
　特に繊維や糸、又はそれらの網状構造体、編物構造体又は織物構造体を、継目層内へ取
り入れることができ、それにより高いせん断力と高い捩り力を吸収することができる。こ
の際、多軸状に分散され、面内において面平行四辺形を形成する作用負荷は、継目層の幾
何学形状的な配向性の構造的な特徴によっても吸収される。この際、一方では多角形のバ
リエーションにより、複合構造部材であって、幅と高さに関して任意に構成可能であり、
局所的に異なって発生する力を対応の幾何学形状的な解決策により吸収可能としてくれる
複合構造部材を作ることができる。この際、構造的な特徴は、辺部が３０°と６０°の間
の角度、好ましくは４５°の角度を形成するように辺部が互いに接しているという特徴で
ある。４５°というこの有利な角度は、せん断力と捩り力が４５°の角度で発生するため
である。他方では、コア材料と繊維のための材料の組み合わせを有利に利用することがで
き、それにより更にこの際、幾何学形状的な解決可能性の他に、適切に配向された材料解
決策も可能である。継ぎ合わせは、辺部を介して行われ、また使用される材料により、強
度と剛性を増加させ且つ繊維を有する対応の層を構成し、該層は、負荷作用時の力を、耐
久性をもって吸収することができる。力の伝達と力の分散は、形状付与コア材料を介して
行われ、該コア材料は、容積に依存して可延特性を増加することができる。
【００４１】
　特に第２コンポーネントは、マット部材の形式で取り入れられ、形状付与コアと一緒に
組み合わせることができる。マット部材の取り入れにより、プリズム状体の簡単な重ね合
わせが可能となり、それにより重ね合わされた２つ以上のプリズム状体、特に多面体又は
柱状体を用い、機能的に配向された既述の辺部を構成することができる。この際、この解
決策のアプローチは、形状付与コア材料の幾何学形状により、簡単で低コストの製造方法
を提供し、該製造方法は、更に個々の材料に関して改善された特性を示してくれる。この
際、機能的な配向性は、設定された特性プロフィールに関し、マット部材により解決され
る。この際、これらのマット部材は、複合構造部材の機能的な構成要素であり、それに対
応して強度を増加することができる。
【００４２】
　好ましくは４５°の角度による繊維の分配は、それにより定義された面において典型的
に最適化され、この角度により、改善されたかたちで負荷に反対作用し、明らかに強度を
増加するように作用することができる。動的な負荷は、中でも亀裂（疲労亀裂とも称され
る）の発生をもたらし、これらの亀裂は、典型的には面法線に対して４５°の角度で発生
する。繊維の配向性により、より高い耐用年数が前提可能となるように亀裂形成を減少さ
せることができる。
【００４３】
　好ましくは、複合構造部材を製造するための方法において、形状付与コア材料は、押出
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し成形される。熱可塑性プラスチックの幾何学形状の製造は、低コストで簡単な方法によ
り行うことができる。押出し成形法を用い、熱可塑性プラスチック材料の連続形材が圧力
のもと連続的に形状付与開口部から押し出され、この際、形状付与開口部は、対応の辺部
配向性を有する。押出し成形法により、任意の長さの対応物体が作られ、従って適応に応
じて生産することができる。この方法により、設定されたプロセスパラメータに基づき、
低コストで簡単且つ迅速な、幾何学形状を有する熱可塑性プラスチックの製造を提供する
ことができる。
【００４４】
　網状形成物状の繊維系は、互いに交差して配向された繊維に関して特定の可変性を有す
る束系の各種としてよりも、基本的に広く解釈されるべきである。好ましくは、可撓性で
あり従ってそれ自体に柔軟材料を含んだ繊維材料から成る複数の束が互いに編み込まれて
いる網部材（Flechtwerk）又は網状形成物（Flechtgebilde）であるか、又は可撓性であ
り従ってそれ自体に柔軟材料を含んだ繊維材料がそれ自体で編み込まれている編物（Gest
ricke）である。またニット材（Gewirke）のようなメッシュ構成の糸系も可能である。そ
れに加え、束が（確かに有利とは言えないが可能であるが）全体的に又は部分的に直角で
又は互いにほぼ９０°で案内されている織物状の構造体も可能であり、この際、好ましく
は交差点において、好ましくは１０°と９０°の間、好ましくは３０°と６０°の間の繊
維角度を有し、また好ましくは、繊維は、互いに＋／－１０°の変化幅を有する４５°の
繊維角度で配向され、或いは互いに＋／－５°の変化幅を有する所定の他の繊維角度によ
り配向される。
【００４５】
　従って繊維角度が更に可変に設定可能であり、特に取り込むべき形状付与コア材料の大
きさと形状により、自動で可変に設定可能であるという種類の束系は、特に有利である。
従って可変の繊維角度を有し、柔軟で可変に成形可能である網状形成物状の繊維体系は、
特に有利である。特定の繊維系は、この特性を特に良好に支援し、例えば特に網部材、編
物、ニット材から成る群から選択されている、網状形成物状の繊維系である。
【００４６】
　以下、本発明の実施例を、図面に基づき、例として同様に図示されている従来技術と比
較しながら説明する。これらの図面は、実施例を必ずしも縮尺どおりに図示するものでは
なく、つまり説明のために用いられるこれらの図面は、模式的な形で及び／又は僅かに歪
んだ形で描かれている。図面から直接的に見ることのできる教示内容の補足分に関しては
、関連の従来技術が参照される。この際、本発明の全般的なアイディアから逸脱すること
なく、実施形態の形状及び詳細に関して多岐にわたる修正及び変更が可能であることが考
慮される。明細書、図面、並びに請求項において開示された本発明の特徴は、本発明の更
なる構成のために単独としても任意の組み合わせとしても本質的なものとなる。更に明細
書、図面、及び／又は請求項において開示された特徴の少なくとも２つからなる全ての組
み合わせは、本発明の枠内に含まれる。本発明の全般的なアイディアは、図面に図示され
て以下に説明される実施形態の正確な形状又は詳細に限定されるものではなく、また請求
項の請求対象と比べて限定されるであろう対象に限定されるものでもない。また記載され
た数値範囲については、言及された境界値の範囲内にある値も、境界値として開示されて
おり、任意に使用可能であり、従って請求可能とすべきである。本発明の更なる利点、特
徴、及び詳細は、有利な実施例の以下の説明、並びに図面に基づき明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１Ａ】有利な一実施例による複合構造部材を模式的に示す図であり、ここでは、形状
付与コアが、底面として所定の多角形を有するプリズム状部材として図示されている。
【図１Ｂ】有利な一実施例による複合構造部材を模式的に示す図であり、ここでは、形状
付与コアが、様々な幾何学形状の底面を有するプリズム状部材として図示されている。
【図２】多角形の底面を有する継ぎ合わされたプリズム状部材を模式的に示す図であり、
ここでは、追加的な包囲被覆部が図示されている。
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【図３】有利な一実施例の形状付与コアを模式的に示す図であり、ここでは、ほぼ円形の
横断面を有し、それに対応する包囲被覆部として長尺のチューブ部材を有する熱可塑性プ
ラスチックが図示されている。
【図４】重ね合わされた多面体の形式の複合構造部材を模式的に示す図である。
【図５】一複合構造部材の横断面を模式的に示す図であり、ここでこの実施例は、横断面
においてハニカム構造を有している。
【図６】ロータブレードの横断面を簡素化して示す図である。
【図７】風力発電装置を示す図である。
【図８】製造方法の有利な一実施例のフローチャートを示す図である。
【実施例】
【００４８】
　図１～図８において、同じか又は類似の部材、或いは同じか又は類似の機能を有する部
材には、説明を容易にするために同じ符号が使われている。
【００４９】
　図１Ａは、第１実施例における複合構造部材１００１を部分図として示しており、該複
合構造部材１００１は、この部分図において、少なくとも二種類のコンポーネントを有す
る複合成形材が、２つのプリズム状体１０.１，１０.２の形式、ここでは、等脚台形の底
面Ｇを有する２つのプリズム状部材（ここでは角柱）の形式で構成されている。図１Ａに
おいて斜線で陰影のつけられた継目層２０は、４５°の角度で配向されており、即ち継目
層２０は、記入された横軸線Ｑに関し、台形の底面Ｇの底辺Ｂに対して４５°で測定され
る。プリズム状体１０.１，１０.２の形状付与コア材料は、ここでは、材料特有の特性を
有する任意に自由選択可能な熱可塑性プラスチックであり、当該コア材料は、更に継ぎ合
わせにより、継目層２０によりもたらされる強度を獲得する。この際、継目材料の選択に
より並びに継目層２０の選択された容積部分により、対応の負荷作用に適合させることの
できる負荷特有の機械的な強度を達成することができる。
【００５０】
　図１Ｂは、第２実施例における複合構造部材１００２を部分図として示しており、該複
合構造部材１００２は、この部分図において、台形の底面１１，１２を有するプリズム状
体１０.１，１０.２と、三角形の底面１３を有するプリズム状体１０.３とを有する複合
成形材として構成されている。この際、プリズム状部材と称すべき柱状のプリズム状体１
０.１，１０.２，１０.３は、それらの辺部において継ぎ合わされ、この際、横軸線Ｑに
おける継目層の機能的な配向性は、互いに隣接するプリズム状部材（ここでは角柱）の少
なくとも１つにおける底辺面ＢＦに対して４５°の角度で延在する。継目層２０の材料及
び容積は、必要に応じて選択可能であり、斜線の陰影により特徴付けられている。この模
式的なスケッチは、継目層の機能的な配向性を示している。従って形状付与コア材料の幾
何学形状により、力に対抗する構造を実現することができる。
【００５１】
　図２は、第３実施例における複合構造部材１００３を部分図として示しており、該複合
構造部材１００３は、この部分図において、複合体として、プリズム状部材と称すべき２
つの柱状のプリズム状体１０.１，１０.２を継ぎ合わせている。これらのプリズム状部材
は、各々同じ台形の底面１１，１２を有し、この際、プリズム状部材の表面は、網状又は
織物状で繊維状のカバー部材３０を構成し且つ継目層２０の一部を成す第２コンポーネン
トにより覆われており、その繊維には、配向性が施されている。従って作用する力に対応
して配向されたこれらの繊維は、継目層の面において追加的な強度及び剛性をもたらすこ
とができる。この際、複合構造部材のマクロ機構とマイクロ機構も、継目層の構造的な形
態と、追加的なカバー部材の配向性とにより最適の状態に設計することができる。
【００５２】
　図３は、第４実施例における複合構造部材１００４に関し、プリズム状部材と称すべき
柱状のプリズム状体１０.４を有する複合体を示しており、ここでは十二角形１４の形状
の底面ＧＦが設けられており、即ち１つの底辺Ｂを見たとき、１つの継目層がこの底辺Ｂ
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に対して対応の小さい角度αを有するかたちで角が作られている。この際、このプリズム
状部材は、網状か又は織物状で繊維状のカバー部材３０を構成し且つ継目層２０の一部を
成す第２コンポーネントにより包囲被覆されており、即ちここでは、機能的に指向された
繊維の配向性を伴っている。包囲被覆部は、網状チューブ部材を使用して実現することが
でき、該網物チューブ部材は、それ自体、追加的に配向された繊維を有する。ほぼ円形に
類似するが多角形の底面を有するこの柱状のプリズム状体１０.４の包囲被覆部により、
継目層２０の目の細かい網掛範囲（ネットワーク）が構成可能とされるのみならず、大き
な容積部分と並び、強度も、繊維の追加的な配向性により増加させることができる。
【００５３】
　この種の実施形態は、包囲被覆部（外被部）のためにチューブ部材を使用することが可
能であることを示しており、該チューブ部材は、理想的には円形の横断面に適合し、従っ
てこの場合には、多角形の低い角部により、指向された配向性を有する包囲被覆部を設定
することができ、この際、この配向性は、複合構造部材の強度の増加をもたらしてくれる
。また複数のそのような複合成形材を配向して１つの複合構造部材１００４へと組み立て
ることが良好に可能である。
【００５４】
　図４は、第５実施例における複合構造部材１００５に関し、多面体の形式でありプリズ
ム状部材と称すべき３次元プリズム状体１０.５を有する複合成形体を示している。また
三角形１２の底面ＧＦを有するプリズム状部材の形式の複合成形体から組み立てられてい
る複合構造部材１００５も図示しているであろう。この際、継目層２０は、強度を有する
材料コンポーネントを意味し、該材料コンポーネントは、配向された辺部に沿ったその配
向性に基づき、形状付与コアを材料結合的に包囲している。この種の複合構造部材は、そ
の製造において簡単に実現することができ、それは、継ぎ合わせを、同じ幾何学形状的な
プリズム状部材を簡単に重ね合わせることにより行うことができるためである。それらの
継目層２０においては、例えば上述の形式のカバー部材３０を形成して繊維材料を設ける
ことができるが、必須のことではない。
【００５５】
　図５は、第６実施例における複合構造部材１００６の一部分を横断面として示しており
、プリズム状部材と称すべき柱状のプリズム状体１０.６か又は３次元の同種のプリズム
状体１０.６が複数個合体されて構成されており、それらのプリズム状体１０.６は、カバ
ー部材３０を有する継目層２０を用いて継ぎ合わされており、従って横断面において純粋
なハニカム構造が得られている。ハニカム構造は、高い強度を有し、それに対応する動的
な負荷と静的な負荷を受け止めることができる。六角形１５の底面ＧＦを有するプリズム
状部材を選択し、底辺Ｂないし底辺面ＢＦに対して３０°～６０°の選択角度範囲内で辺
部を同時に配向することにより、対応する継目層の配向性と選択を介し、高い負荷作用に
反対作用することのできるハニカム構造が得られる。従って特に本発明のコンセプトに従
う方法により構成されたハニカム構造を用い、複合構造部材１００６の強度の増加を達成
することができる。
【００５６】
　図６には、風力発電装置１００用のロータブレード１０８が簡素化されて断面図として
図示されている。このロータブレード１０８は、上側のハーフシェル１０８.ｏと下側の
ハーフシェル１０８.ｕを含んでおり、この際、これらのシェル内には、補強材として支
持構造体１０.ｏ，１０.ｕが設けられており、これらの支持構造体は、ロータブレード１
０８に加わる負荷を吸収して逃がすことができる。これらの支持構造体は、正にそれらの
対応する負荷を吸収するために、例えばサンドイッチ構造形式におけるロータブレード要
素により、即ち上記の複合構造部材１００１，１００２，１００３，１００４，１００５
，１００６により構成することができる。図６の詳細部Ｘは、そのような支持構造体１０
を示しており、該支持構造体１０では、柔軟な網状形成物状の繊維系２０により包囲され
たコア材料２から成る複合成形材１が複数個、ここでは例えば、支持構造体１０用の１つ
の複合構造部材１００１，１００２，１００３，１００４，１００５，１００６を構成す
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るために、極めて密な状態で詰められてまとめられている。
【００５７】
　図７は、タワー１０２とナセル１０４を有する風力発電装置１００を示している。ナセ
ル１０４には、３つのロータブレード１０８（図６のロータブレード１０８の形式にほぼ
類似する）と１つのスピナ１１０とを備えたロータ１０６が配設されている。ロータ１０
６は、運転時には風力により回転運動を行い、それによりナセル１０４内の発電機を駆動
する。
【００５８】
　図８は、複合構造部材１００１，１００２，１００３，１００４，１００５，１００６
のための製造方法の有利な一実施例、即ち複合成形材１を複数個まとめて組み合わせ、風
力発電装置１００のロータブレード１０８へ取り付けるための支持構造体１０用の複合構
造部材１００１，１００２，１００３，１００４，１００５，１００６とする製造方法の
有利な一実施例を、フローチャートの枠内で示している。第１ステップＳ１において、熱
可塑性プラスチックが提供され、第２ステップＳ２において、網状形成物の形式で、好ま
しくはマット部材又は網状チューブ部材として繊維複合中間材料が、前述の形式で提供さ
れる。
【００５９】
　第３ステップＳ３において、熱可塑性プラスチックが、無限連続形材として、形状付与
コア材料として製造され、ステップＳ４において、要求に応じ、複数の複合成形材に分け
ることができ、つまり複合成形材は、プリズム状部材の形状に対応し、多角形の底面を有
するプリズム状体として構成され、この際、底面の多角形は、底辺と、３０°～６０°の
値をもつ底辺に対する角度を有する。
【００６０】
　第１バリエーションでは、ステップＳ３.１において、粒状混合物から成る熱可塑性プ
ラスチックが押出成形機に供給され、押出成形機の出口において、柔らかい連続形材とし
て網状チューブ部材内へ直接的に取り入れられる。
【００６１】
　網状チューブ部材は、交差する繊維を有し、これらの繊維は、交差箇所において４５°
の繊維角度を有し、またこの網状チューブ部材は、形状付与コア材料が冷めたとき、まだ
柔らかい形状付与コア材料の周りに延ばされる。それにより柔らかい形状付与コア材料は
、網状チューブ部材に包囲された状態又は網状チューブ部材に接した状態或いはその繊維
に接した状態で硬化し、従って網状チューブ部材と熱可塑性材料との間の結合が得られ、
それにより熱可塑性材料の外面部において、場合により完全に又はいずれにせよ部分的に
（しかし必須ではないが）網状チューブ部材が設けられることになり、また柔らかい形状
付与コア材料は、網状チューブ部材の輪郭内に留まるか又は網状物を通って全体的に又は
部分的に外側に達することができ、つまり後者の場合には、形状付与コア材料が溢れ出し
、場合によりむしろ外側で再び網状チューブ部材の周辺部に置かれ、網状チューブ部材を
包囲することになる。
【００６２】
　複数のプリズム状体は、既に複合体として設けられ、１つの複合構造部材に継ぎ合わす
ことができ、この際、互いに対向する辺部においては、継目層が、互いに隣接するプリズ
ム状部材の少なくとも１つにおける底辺面に対して３０°～６０°の角度で延在するよう
に、継目層の機能的な配向性が構成される。
【００６３】
　類似のプロセスを、網状マット部材を用いて実行することができる。第２バリエーショ
ンでは、ステップＳ３.２において、粒状混合物から成る熱可塑性プラスチックを押出成
形機に供給し、押出成形機の出口において柔らかい連続形材として提供し、分割すること
が可能である。このようにして得られた複数のプリズム状体は、間に位置するマット部材
を伴うか又は伴わずに、継ぎ合わされ、この際、互いに対向する辺部においては、継目層
が、互いに隣接するプリズム状部材の少なくとも１つにおける底辺面に対して３０°～６
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０°の角度で延在するように、継目層の機能的な配向性が構成される。好ましくは、複合
成形材は、そのために重ね合わされ、この際、それらの間に位置する、即ち継目層２０内
に位置する網状マット部材３０を備え、その構成には、このプロセスとそれに続く熱接合
（ホットジョイント）が比較的簡単である。
【００６４】
　本出願の対象において全般的に定義される第２コンポーネントは、継目層２０の一部と
して、特に実施形態のこのバリエーションに従い、網状マット部材３０又は熱継目（ホッ
トシーム）とすることができる。
【００６５】
　例えば図６の詳細部Ｘに示された形式に従い、複数の複合成形材をステップ５において
１つの支持構造体にまとめることができる。
【００６６】
　支持構造体は、ステップ６において風力発電装置１００のロータブレード１０８のハー
フシェルか又は他の部分に取り付けることができる。この場合、ハーフシェルは、ロータ
ブレード未加工品に組み立てられ、ロータブレードがステップ７において図７に示された
形式で風力発電装置１００に装着可能となるまで、更なる製造ステップが加えられること
になる。
【符号の説明】
【００６７】
１００１　　　複合構造部材
１０.１　　　　プリズム状体
１０.２　　　　プリズム状体
２０　　　　　継目層
Ｂ　　　　　　底辺
Ｇ　　　　　　底面
Ｑ　　　　　　横軸線

１００２　　　複合構造部材
１０.１　　　　プリズム状体
１０.２　　　　プリズム状体
１０.３　　　　プリズム状体
１１　　　　　底面
１２　　　　　底面
１３　　　　　底面
２０　　　　　継目層
Ｂ　　　　　　底辺
ＢＦ　　　　　底辺面
Ｑ　　　　　　横軸線
α　　　　　　底辺に対する角度

１００３　　　複合構造部材
１０.１　　　　プリズム状体
１０.２　　　　プリズム状体
１１　　　　　底面
１２　　　　　底面
２０　　　　　継目層
３０　　　　　カバー部材
Ｂ　　　　　　底辺
ＢＦ　　　　　底辺面
α　　　　　　底辺に対する角度
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１００４　　　複合構造部材
１０.４　　　　プリズム状体
１４　　　　　十二角形
２０　　　　　継目層
３０　　　　　カバー部材
ＧＦ　　　　　底面
Ｂ　　　　　　底辺
ＢＦ　　　　　底辺面
α　　　　　　底辺に対する角度

１００５　　　複合構造部材
１０.５　　　　プリズム状体
１２　　　　　三角形
ＧＦ　　　　　底面
２０　　　　　継目層
３０　　　　　カバー部材

１００６　　　複合構造部材
１０.６　　　　プリズム状体
１５　　　　　六角形
ＧＦ　　　　　底面
２０　　　　　継目層
３０　　　　　カバー部材
α　　　　　　底辺に対する角度

１００　　　　風力発電装置
１０２　　　　タワー
１０４　　　　ナセル
１０６　　　　ロータ
１０８　　　　ロータブレード
１０８.ｏ　　　上側のハーフシェル
１０８.ｕ　　　下側のハーフシェル
１１０　　　　スピナ
１０　　　　　支持構造体
１０.ｏ　　　　上側の支持構造体
１０.ｕ　　　　下側の支持構造体
１　　　　　　複合成形材
２　　　　　　コア材料
２０　　　　　繊維系

Ｓ１～Ｓ７　　方法ステップ
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【図１（Ａ）】

【図１（Ｂ）】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成28年2月26日(2016.2.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも二種類のコンポーネントを有する複合成形材を複数個用いて複合構造部材を
製造するための方法であって、
　第１コンポーネントは、形状付与コア材料であり、第２コンポーネントは、継目層の一
部として構成され、
　前記形状付与コア材料は、プリズム状部材の形状に対応し、多角形の底面を有するプリ
ズム状体として構成され、前記底面の多角形は、底辺と、３０°と６０°の間の値をもつ
該底辺に対する角度を有し、
　複数の前記プリズム状体が継ぎ合わされ、互いに対向する辺部においては、互いに隣接
するプリズム状部材の少なくとも１つにおける底辺面に対して継目層が３０°から６０°
の角度で延在するように、前記継目層の機能的な配向性が構成されていること
　を特徴とする方法。
【請求項２】
　前記多角形の前記底辺に対する前記角度は、＋／－１０°、又は＋／－５°の変化幅を
有すること
　を特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記互いに対向する辺部において、前記プリズム状部材の前記底辺面に対し、＋／－１
０°、又は＋／－５°の変化幅を有する４５°の角度で延在する前記継目層の機能的な配
向性が構成されること
　を特徴とする、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記形状付与コア材料は、柱状体の形状に対応し、多角形の底面を有して構成されてい
ること
　を特徴とする、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２コンポーネントは、マット部材の形式で構成されており、該マット部材は、第
１プリズム状体と第２プリズム状体との間に取り入れられ、これらのプリズム状体の前記
形状付与コア材料と結合されること
　を特徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２コンポーネントは、前記形状付与コア材料のカバー部材として、又は包囲被覆
部として、互いに３０°から６０°の角度、又は４５°の角度を有する、繊維の機能的な
配向性を有すること
　を特徴とする、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記形状付与コア材料は、押出し成形により提供されること
　を特徴とする、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記形状付与コア材料は、３次元多面体の形式のプリズム状体に継ぎ合わされ、底辺面
に対し、多面体面の角度は、３０°から６０°であり、或いは、底辺面に対し、多面体面
は、＋／－１０°、又は＋／－５°の変化幅を有する４５°の角度を有すること
　を特徴とする、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも二種類のコンポーネントを有する複合成形材を複数個用いた複合構造部材で
あって、
　第１コンポーネントは、形状付与コア材料から構成され、第２コンポーネントは、継目
層の一部として構成されており、
　前記形状付与コア材料は、プリズム状部材の形状に対応し、多角形の底面を有するプリ
ズム状体として構成され、前記底面の多角形は、底辺と、３０°と６０°の間の値をもつ
該底辺に対する角度を有し、
　複数の前記プリズム状体が継ぎ合わされ、互いに対向する辺部においては、互いに隣接
するプリズム状部材の少なくとも１つにおける底辺面に対して継目層が３０°から６０°
の角度で延在するように、前記継目層の機能的な配向性が構成されていること
　を特徴とする複合構造部材。
【請求項１０】
　前記第２コンポーネントは、前記形状付与コア材料のカバー部材として、又は包囲被覆
部として、互いに３０°から６０°の角度、又は４５°の角度を有する、繊維の機能的な
配向性を有すること
　を特徴とする、請求項９に記載の複合構造部材。
【請求項１１】
　前記形状付与コア材料及び／又は前記継目層の機能的な配向性は、面として六角形から
成る横断面パターンを構成し、
　前記継目層の機能的な配向性を有し、面として継ぎ合わされた互いに対向する辺部は、
プリズム状部材の底辺面に対し、３０°から６０°の角度、或いは、＋／－１０°、又は
＋／－５°の変化幅を有する４５°の角度で延在し、前記底辺面は、六角形の底辺と平行
に配向されていること



(20) JP 2016-529437 A 2016.9.23

　を特徴とする、請求項９又は１０に記載の複合構造部材。
【請求項１２】
　前記形状付与コア材料は、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン、ポリアミド、ポ
リ乳酸、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチロール、ポリエーテルケトン、ポリ塩化ビニル
、の群からの少なくとも１つの成分を有すること
　を特徴とする、請求項９から１１のいずれか一項に記載の複合構造部材。
【請求項１３】
　前記複合構造部材は、前記第２コンポーネントを介し、熱可塑性母材を用い、複数のプ
リズム状体から、比較的高いせん断強度を有する変形可能な部材へ継ぎ合わされているこ
と
　を特徴とする、請求項９から１２のいずれか一項に記載の複合構造部材。
【請求項１４】
　前記形状付与コア材料は、追加的に内部に位置し且つ機能的に配向された繊維により強
化されていること
　を特徴とする、請求項９から１３のいずれか一項に記載の複合構造部材。
【請求項１５】
　コア部材を構成するために複数の複合成形材を用いた、風力発電装置用のサンドイッチ
部材の形式における、請求項９から１４のいずれか一項に記載の複合構造部材であって、
　前記コア部材は、少なくとも片側において、少なくとも１つの被覆層により覆われてい
ること。
【請求項１６】
　コア部材を構成するために複数の複合成形材を用いた、風力発電装置のロータブレード
用のロータブレード要素の形式における、請求項９から１４のいずれか一項に記載の複合
構造部材であって、
　前記コア部材は、少なくとも１つのロータブレード被覆層により覆われており、又は前
記ロータブレード要素は、請求項１５に記載のサンドイッチ部材を有すること。
【請求項１７】
　タワーと、ナセルと、ロータハブ及び所定数のロータブレードを備えたロータとを有す
る風力発電装置であって、前記ロータブレード及び／又は前記タワー及び／又は前記ナセ
ル及び／又は前記ロータハブは、請求項９から１６のいずれか一項に記載の複合構造部材
を有することを特徴とする風力発電装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　方法に関し、前記課題は、請求項１の方法を有する発明により解決される。
　即ち本発明の第１の視点により、少なくとも二種類のコンポーネントを有する複合成形
材を複数個用いて複合構造部材を製造するための方法であって、第１コンポーネントは、
形状付与コア材料であり、第２コンポーネントは、継目層の一部として構成され、前記形
状付与コア材料は、プリズム状部材の形状に対応し、多角形の底面を有するプリズム状体
として構成され、前記底面の多角形は、底辺と、３０°と６０°の間の値をもつ該底辺に
対する角度を有し、複数の前記プリズム状体が継ぎ合わされ、互いに対向する辺部におい
ては、互いに隣接するプリズム状部材の少なくとも１つにおける底辺面に対して継目層が
３０°から６０°の角度で延在するように、前記継目層の機能的な配向性が構成されてい
ることを特徴とする方法が提供される。
　更に本発明の第２の視点により、少なくとも二種類のコンポーネントを有する複合成形
材を複数個用いた複合構造部材であって、第１コンポーネントは、形状付与コア材料から
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構成され、第２コンポーネントは、継目層の一部として構成されており、前記形状付与コ
ア材料は、プリズム状部材の形状に対応し、多角形の底面を有するプリズム状体として構
成され、前記底面の多角形は、底辺と、３０°と６０°の間の値をもつ該底辺に対する角
度を有し、複数の前記プリズム状体が継ぎ合わされ、互いに対向する辺部においては、互
いに隣接するプリズム状部材の少なくとも１つにおける底辺面に対して継目層が３０°か
ら６０°の角度で延在するように、前記継目層の機能的な配向性が構成されていることを
特徴とする複合構造部材が提供される。
　更に本発明の第３の視点により、タワーと、ナセルと、ロータハブ及び所定数のロータ
ブレードを備えたロータとを有する風力発電装置であって、前記ロータブレード及び／又
は前記タワー及び／又は前記ナセル及び／又は前記ロータハブは、前記複合構造部材を有
することを特徴とする風力発電装置が提供される。
　尚、本願の特許請求の範囲において場合により付記される図面参照符号は、専ら本発明
の理解の容易化のためのものであり、図示の形態への限定を意図するものではないことを
付言する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明において、以下の形態が可能である。
（形態１）少なくとも二種類のコンポーネントを有する複合成形材を複数個用いて特に風
力発電装置用の複合構造部材を製造するための方法であって、第１コンポーネントは、形
状付与コア材料であり、第２コンポーネントは、継目層の一部として構成され、前記形状
付与コア材料は、プリズム状部材の形状に対応し、多角形の底面を有するプリズム状体と
して構成され、前記底面の多角形は、底辺と、３０°～６０°の値をもつ該底辺に対する
角度を有し、複数の前記プリズム状体が継ぎ合わされ、互いに対向する辺部においては、
互いに隣接するプリズム状部材の少なくとも１つにおける底辺面に対して継目層が３０°
～６０°の角度で延在するように、前記継目層の機能的な配向性が構成されていること。
（形態２）前記方法において、前記多角形の前記底辺に対する前記角度は、＋／－１０°
、好ましくは＋／－５°の変化幅を有することが好ましい。
（形態３）前記方法において、前記互いに対向する辺部において、前記プリズム状部材の
前記底辺面に対し、＋／－１０°、好ましくは＋／－５°の変化幅を有する４５°の角度
で延在する前記継目層の機能的な配向性が構成されることが好ましい。
（形態４）前記方法において、前記形状付与コア材料は、柱状体の形状に対応し、多角形
の底面を有して構成されていることが好ましい。
（形態５）前記方法において、前記第２コンポーネントは、マット部材の形式で構成され
ており、該マット部材は、第１プリズム状体と第２プリズム状体との間に取り入れられ、
これらのプリズム状体の前記形状付与コア材料と結合されることが好ましい。
（形態６）前記方法において、前記第２コンポーネントは、前記形状付与コア材料のカバ
ー部材として、特に包囲被覆部として、互いに３０°～６０°の角度、好ましくは４５°
の角度を有する、繊維の機能的な配向性、特に糸の機能的な配向性を有することが好まし
い。
（形態７）前記方法において、前記形状付与コア材料は、押出し成形により提供されるこ
とが好ましい。
（形態８）前記方法において、前記形状付与コア材料は、３次元多面体の形式のプリズム
状体に継ぎ合わされ、底辺面に対し、多面体面の角度は、３０°～６０°であり、好まし
くは、底辺面に対し、多面体面は、＋／－１０°、好ましくは＋／－５°の変化幅を有す
る４５°の角度を有することが好ましい。
（形態９）少なくとも二種類のコンポーネントを有する複合成形材を複数個用いた特に風
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力発電装置用の複合構造部材であって、第１コンポーネントは、形状付与コア材料から構
成され、第２コンポーネントは、継目層の一部として構成されており、前記形状付与コア
材料は、プリズム状部材の形状に対応し、多角形の底面を有するプリズム状体として構成
され、前記底面の多角形は、底辺と、３０°～６０°の値をもつ該底辺に対する角度を有
し、複数の前記プリズム状体が継ぎ合わされ、互いに対向する辺部においては、互いに隣
接するプリズム状部材の少なくとも１つにおける底辺面に対して継目層が３０°～６０°
の角度で延在するように、前記継目層の機能的な配向性が構成されていることを特徴とす
る複合構造部材が提供される。
（形態１０）前記複合構造部材において、前記第２コンポーネントは、前記形状付与コア
材料のカバー部材として、特に包囲被覆部として、互いに３０°～６０°の角度、好まし
くは４５°の角度を有する、繊維の機能的な配向性、特に糸の機能的な配向性を有するこ
とが好ましい。
（形態１１）前記複合構造部材において、前記形状付与コア材料及び／又は前記継目層の
機能的な配向性は、面として六角形から成る横断面パターンを構成し、特に、前記継目層
の機能的な配向性を有し、面として継ぎ合わされた互いに対向する辺部は、プリズム状部
材の底辺面に対し、３０°～６０°の角度、好ましくは、＋／－１０°、好ましくは＋／
－５°の変化幅を有する４５°の角度で延在し、前記底辺面は、六角形の底辺と平行に配
向されていることが好ましい。
（形態１２）前記複合構造部材において、前記形状付与コア材料は、アクリロニトリル・
ブタジエン・スチレン、ポリアミド、ポリ乳酸、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボ
ネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチロール
、ポリエーテルケトン、ポリ塩化ビニル、の群からの少なくとも１つの成分を有すること
が好ましい。
（形態１３）前記複合構造部材において、前記複合構造部材は、前記第２コンポーネント
を介し、熱可塑性母材を用い、複数のプリズム状体から、比較的高いせん断強度を有する
変形可能な部材へ継ぎ合わされていることが好ましい。
（形態１４）前記複合構造部材において、前記形状付与コア材料は、追加的に内部に位置
し且つ機能的に配向された繊維により強化されていることが好ましい。
（形態１５）コア部材を構成するために複数の複合成形材を用いた、風力発電装置用のサ
ンドイッチ部材の形式における、形態９から１４のいずれか１つに記載の複合構造部材で
あって、前記コア部材は、少なくとも片側において、少なくとも１つの被覆層により覆わ
れていることが好ましい。
（形態１６）コア部材を構成するために複数の複合成形材を用いた、風力発電装置のロー
タブレード用のロータブレード要素の形式における、形態９から１４のいずれか１つに記
載の複合構造部材であって、前記コア部材は、少なくとも１つのロータブレード被覆層に
より覆われており、特に前記ロータブレード要素は、形態１５に記載のサンドイッチ部材
を有することが好ましい。
（形態１７）タワーと、ナセルと、ロータハブ及び所定数のロータブレードを備えたロー
タとを有する風力発電装置であって、前記ロータブレード及び／又は前記タワー及び／又
は前記ナセル及び／又は前記ロータハブは、形態９から１６のいずれか１つに記載の複合
構造部材を有すること。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　形状付与コア材料が、力の平行四辺形に従って引張力を様々な方向に逃がすことのでき
る継目層の機能的な配向性を規定するのに対し、せん断応力と捩り応力を吸収することが
でき、引張や圧縮のような対応の負荷作用に反対作用することのできる部材を、辺部に沿
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って継ぎ合わせることが可能である。この際、辺部により規定された機能的な配向性の各
々の角度を用いたこの継ぎ合わせは、場合により角度の選択により更に影響を及ぼすこと
のできる有利な措置であると分かっている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　本発明のコンセプトにより、３次元の応力テンソルに反対作用することが可能である。
多角形の底面は、様々な配向可能性を規定し、負荷作用に反対作用する継目層の網状物の
ための基本的な枠組みを構成する。従来技術で述べられた構造的な特徴は、力が表面に対
して直角に作用するような力垂線（一軸の応力テンソルに対応する）に向けられている。
しかしそれを超え、本発明のコンセプトにより有利な力分配を用いた３次元の負荷作用を
、配置構成と継目質量体に依存して可能とすることができる。このコンセプトは、継目層
が部材の主伸張方向に対して斜めに延在し、従って対応して強度の増加された複合構造部
材のために追加的な構造上の強化措置の機能を提供することにより、負荷作用に反対作用
するコア材料の配向性を可能とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】

【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２】

【手続補正８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図３】

【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】



(26) JP 2016-529437 A 2016.9.23

【図５】
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